
国立大学法人島根大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２０年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長 改定なし

理事 改定なし

理事（非常勤） 改定なし

監事 改定なし

監事（非常勤） 改定なし

２　役員の報酬等の支給状況

平成２０年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,312 12,324 4,988 0 （　　　　） 3月31日
千円 千円 千円 千円

13,688 9,744 3,944 0 （　　　　）
千円 千円 千円 千円

13,712 9,744 3,944 24 （通勤手当） 3月31日

千円 千円 千円 千円

13,688 9,744 3,944 0
（　　　　）

3月31日

千円 千円 千円 千円

13,712 9,744 3,944 24 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,112 7,513 4,111
432
636
420

（扶養手当）
（単身赴任手当）

（地域手当）
4月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

1,200 1,200 0 0 （　　　　）
千円 千円 千円 千円

10,910 8,424 2,270 216 （通勤手当） 4月1日

千円 千円 千円 千円

1,200 1,200 0 0
（　　　　）

注１：「地域手当」とは，就任直前に民間の賃金水準が本学より高い地域に在勤していた役員に２年を経過するまで
　　　の間支給されるものである。
注２：「前職」欄には，役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」，役員出向者「◇」，独立行政法人等の退職者「※」，退職公務員でその後,独立行政法人等
　　　の退職者「＊※」，該当がない場合は空欄。

A監事

B監事
（非常勤）

A理事

B理事

C理事

D理事

E理事

F理事
（非常勤）

  期末特別手当（賞与）の額について，役員給与規程において，文部科学省国立大学法人
評価委員会が行う業績評価の結果及び役員の職務実績を勘案し，経営協議会の議を経て，
学長が，その額の100分の10の範囲内でこれを増額し，又は減額することができることとしてい
る。

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）

法人の長



３　役員の退職手当の支給状況（平成２０年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

4,368 4 0 H20.3.31 -監事

役員退職手当規程に基づ
き，当該役員の業績に応じ
て行う退職手当の増減に
ついて，経営協議会の議
を経たうえで，増減しない
ことを決定した。

法人での在職期間 摘　　要

法人の長

理事



Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　　　１．人員削減も含めた組織や人事制度の見直しにより積極的な人件費の抑制に努める。
　　　２．外部資金等自己収入の獲得により総収入額に占める人件費率の抑制に努める。
　　　３．セグメント（学部，施設等）単位で人件費を配分する自己管理方式を原則とし、執行
　　　　　上の工夫と財源確保のための自助努力を推進する。

　② 職員給与決定の基本方針

　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　　　　本学独自の新たな給与制度を構築するまでの間は、国家公務員の給与制度を準用し
　　　ていることから、給与水準の決定にあたっても国家公務員の給与改定に準じて改定を実
　　　施する。

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

　　　　昇給、昇格の実施及び勤勉手当の成績率の決定にあたり，個人評価処遇反映の
　　　ためのガイドラインに基づき，評価結果を勤務成績に反映させる。

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２０年度における給与制度の主な改正点

　従事する職務に応じ，かつ，総合的な能力の評価により上位の級に昇
格させる。

賞与：勤勉手当
（査定分）

・学校教育法の一部改正に伴い，教育学部附属学校へ主幹教諭及び指導教諭を配置し，教
育職俸給表（二）に「特２級」を設けた。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

俸　　給
（昇給）

制度の内容

・特定の分野に突出した能力や実績を有する人材を確保し，人材の多様化，業務の活性化を
促進させるため，常勤の寄附講座等教員に対して年俸制を導入した。

・医員及び医員（研修医）の待遇改善及び医師確保対策のため，病院診療職員として規定
し，年俸制を導入した。

・医療技術職員の待機手当を新設した。（待機１回　1，000円）

１月１日に，昇給日前１年間における５段階（Ⅴ～Ⅰ）の勤務成績に応じ
た号俸数に昇給させることができる。

　基準日（６月１日，１２月１日）以前６箇月以内の期間における勤務成績
に応じて決定される支給割合（成績率）に基づき支給する。

俸　　給
（昇格）



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,369 44.7 6,796 4,885 48 1,911
人 歳 千円 千円 千円 千円

327 45.9 5,792 4,194 70 1,598
人 歳 千円 千円 千円 千円

607 47.6 8,460 6,038 36 2,422
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

273 39.5 5,115 3,704 45 1,411
人 歳 千円 千円 千円 千円

42 40.8 6,733 4,917 72 1,816
人 歳 千円 千円 千円 千円

79 40.2 5,198 3,762 44 1,436
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

18 55.4 5,199 3,768 40 1,431
人 歳 千円 千円 千円 千円

21 25.2 3,734 2,819 33 915

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

8 61.9 3,073 2,580 63 493
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 61.9 2,977 2,501 69 476
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

平成２０年度の年間給与額（平均）

総額
区分

常勤職員

うち所定内人員

医療職種
（病院看護師）

在外職員

任期付職員

技能・労務職種

医療職種
（病院医師）

平均年齢

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

教育職種
（大学教員）

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

その他医療職種
（看護師）

事務・技術

再任用職員

事務・技術

その他医療職種
（医療技術職員）

医療職種
（特例看護職員)

うち賞与

２０歳 ５６歳２８２４歳 ６０歳…………………………………………………… （国）（平均）（第１分位）（平均）（第３分位）２人 ５人 １１人(千円)



人 歳 千円 千円 千円 千円

10 39.1 3,863 2,866 28 997
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 34.5 2,940 2,192 38 748
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

注１：常勤職員については，在外職員，任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：「教育職種（附属義務教育学校教員）」には，附属幼稚園教員を含む。

注３：「医療職種（医療技術職員）」とは、病院部門において栄養士、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技

　　　師等の業務を行う職種を示す。

注４：「その他医療職種（看護師）」とは，病院以外の部門において看護師，保健師の業務を行う職種を示す。

注５：「その他医療職種（医療技術職員）」とは，病院以外の部門において，栄養士，臨床検査技師の業務を

　　　行う職種を示す。

注６：「技能・労務職種」とは，自動車運転手，医療機器操作員，検査助手，剖検助手，看護助手，守衛等の

　　　業務を行う職種を示す。

注７：「医療職種（特例看護職員）」とは、病院職種（病院看護師）と同種の業務であるが，給与形態が異なる

　　　職種である。

注８：常勤職員の「その他医療職種（看護師）」，「その他医療職種（医療技術職員）」，再任用職員の「医療

　　　職種（病院看護師）」及び非常勤職員の「教育職種（大学教員）」，「その他医療職種（医療技術職員）」，

　　　「技能・労務職種」は，該当者が２名以下のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあること

　　　から，「平均年齢」以下の事項について記載していない。

技能・労務職種

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

その他医療職種
（医療技術職員）



②

　　　　

（事務・技術職員）

四分位 四分位
第１分位 第３分位

人 歳 千円 千円 千円

　部長 4 54.8 - 10,449 -

　課長 18 54.2 7,653 8,113 8,513

　課長補佐 30 54.7 6,416 6,719 7,103

　係長 138 50.1 5,862 6,147 6,395

　主任 62 44.9 5,120 5,436 5,860

　係員 75 32.9 3,441 3,949 4,295

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注：年齢24～27歳の該当者は1名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年
間給与について表示していない。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）〔在外
職員，任期付職員及び再任用職員を除く。以下，⑤まで同じ。〕

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

注：部長については，該当者が４名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
年間給与の第１，第３分位については表示していない。

注：「課長」には同相当職である「事務長」を、「課長補佐」には同相当職である「室長」及び「事務長補佐」
を、「係長」には同相当職である「専門職員」及び「技術専門職員」を含む。
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（教育職員（大学教員））
四分位 四分位
第１分位 第３分位

人 歳 千円 千円 千円

245 55.7 9,578 10,216 10,885
179 44.8 7,389 7,922 8,436
52 41.5 6,520 7,212 7,860

123 38.4 5,910 6,291 6,751
8 46.3 4,749 5,445 5,656

（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位
第１分位 第３分位

人 歳 千円 千円 千円

1 54.5 - - -
3 56.8 - 7,122 -

24 54.3 6,751 6,898 7,066
43 49.7 5,960 6,299 6,669

202 35.3 3,727 4,550 5,450

　　

　看護部長

　副看護部長

　看護師長

　副看護師長

　看護師

注２：「副看護部長」の該当者は３名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
第１分位及び第３分位については記載していない。

　助教

　教務職員

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

注１：「看護部長」の該当者は１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年
間給与の平均額については記載していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

　教授

　准教授

　講師

２人 ５人 １１人 ９人２人 ５人 １１人 ９人２人 ５人 １１人 ９人
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③

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

標準的 主任 係長 課長補佐 課長 部長
な職位 係員 主任 係長 課長補佐 課長

人 人 人 人 人 人 人

327 16 48 185 48 19 7
（割合） （ 4.9% ） （ 14.7% ） （ 56.6% ） （ 14.7% ） （ 5.8% ） （ 2.1% ）

歳 歳 歳 歳 歳 歳

30 55 58 59 59 58

～ ～ ～ ～ ～ ～

24 28 35 47 39 47
千円 千円 千円 千円 千円 千円

2,651 3,836 4,950 5,709 6,065 6,845
～ ～ ～ ～ ～ ～

2,102 2,437 3,073 4,364 4,781 5,978
千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,507 5,167 6,808 7,544 8,069 9,231

～ ～ ～ ～ ～ ～

2,918 3,382 4,332 6,137 6,832 8,223

区分 計 ７級 ８級 ９級 １０級

標準的 事務局長
な職位 部長

人 人 人 人 人

- 4 該当者なし 該当者なし 該当者なし

（割合） （1.2%） （　 　　%） （　 　　%） （　 　　%）
歳 歳 歳 歳

57

～ ～ ～ ～

49
千円 千円 千円 千円

8,016

～ ～ ～ ～

7,136
千円 千円 千円 千円

10,966

～ ～ ～ ～

9,904

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

607 8 123 52 179 245
（割合） （ 1.3% ） （ 20.3% ） （8.6% ） （ 29.5% ） （ 40.4% ）

歳 歳 歳 歳 歳

54 62 58 64 64

～ ～ ～ ～ ～

34 27 31 31 41
千円 千円 千円 千円 千円

4,571 5,555 6,315 7,435 9,573

～ ～ ～ ～ ～

3,404 2,951 3,727 4,149 5,631
千円 千円 千円 千円 千円

6,248 7,613 8,752 10,454 13,522

～ ～ ～ ～ ～

4,733 3,948 5,235 5,798 7,753

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

（教育職員（大学教員））

教務職員 助教 講師 准教授 教授

年間給与
額(最高～

最低)

事務局長 事務局長

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

部長

係員

 職級別在職状況等（平成２１年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職
員（病院看護師）

人員

年齢（最高
～最低）

（事務・技術職員）
２人 ５人 １１人 ９人

２人 ５人 １１人 ９人

２人 ５人 ９人

２人 ５人 １１人 ９人



区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人

273 該当者なし 202 43 25 2 1
（割合） （     % ） （ 74.0% ） （ 15.8% ） （ 9.2% ） （ 0.7% ） （ 0.4% ）

歳 歳 歳 歳 歳 歳

55 57 59

～ ～ ～ ～ ～ ～

23 36 50
千円 千円 千円 千円 千円 千円

4,691 5,351 5,241

～ ～ ～ ～ ～ ～

2,342 3,521 4,481
千円 千円 千円 千円 千円 千円

6,521 7,275 7,369

～ ～ ～ ～ ～ ～

3,224 4,882 6,433

区分 計 ７級

標準的
な職位

人 人

- 該当者なし

（割合） （     % ）
歳

～

千円

～

千円

～

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

注：5級及び６級の該当者は２名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることか
ら、　「年齢（最高～最低）」以下の事項については記載していない。

看護部長

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

看護部長

人員

年齢（最高
～最低）

副看護部長

年間給与
額(最高～

最低)

看護師長准看護師 看護師 副看護師長

（医療職員（病院看護師））



④

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

63.1 67.0 65.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.9 33.0 34.9

％ ％ ％

          最高～最低 47.6～32.3 39.7～29.0 43.6～30.8

％ ％ ％

64.6 68 66.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

35.4 32 33.6

％ ％ ％

          最高～最低 41.7～31.4 38.5～28.4 40.0～29.9

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

62.4 65.6 64.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.6 34.4 35.9

％ ％ ％

          最高～最低 47.2～32.4 43.8～29.8 45.2～31.2

％ ％ ％

64.7 68.0 66.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.3 32.0 33.6

％ ％ ％

          最高～最低 41.7～31.6 38.5～28.8 40.0～30.5

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

　　　　 最高～最低

％ ％ ％

64.1 67.3 65.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.9 32.7 34.3

％ ％ ％

          最高～最低 41.7～31.5 38.5～29.1 40.0～31.0

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

管理
職員

（教育職員（大学教員））
区分

（医療職員（病院看護師））

注：医療職員（病院看護師）における管理職員は１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそ
れのあることから記載していない。

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（平成２０年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職
員（病院看護師）

一律支給分（期末相当）

（事務・技術職員）
区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

２人 ５人 １１人 ９人



⑤

（事務・技術職員）

79.1

93.3

（教育職員（大学教員））

94.9

（医療職員（病院看護師））

93.7

96.0

注：当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」において
は、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を100として、法
人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出。

　対他の国立大学法人等

　対国家公務員（行政職（一））

　対他の国立大学法人等

　対他の国立大学法人等

　対国家公務員（医療職（三））

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員
／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）

２人 ５人 １１人 ９人



給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 ８５．０％

参考 学歴勘案　　　　　　 ７８．８％

地域・学歴勘案　　　８４．７％

○医療職員（病院看護師）

地域勘案　　　　　　 ９４．８％

参考 学歴勘案　　　　　　 ９２．０％

地域・学歴勘案　　　９２．５％

・教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 93.3

　　

（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成20年度の教育職員（大
学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。
　なお、昨年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））との給与水準（年額）の比較指
標である。

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　９３．７％

給与水準の適切性の検証

【国からの財政支出について】
　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　４２．３％
　（国からの財政支出額　１２，２１７百万円、支出予算の総額　２８，９０６百万円：平
成20年度予算）
【検証結果】
　対国家公務員 ９３．７％，国からの財政支出の割合が４２．３％であることから，適
切な給与水準の状況であると思われる。

【累積欠損額について】
　　累積欠損額　０円（平成19年度決算）

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　７９．１％

給与水準の適切性の検証

【国からの財政支出について】
　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　４２．３％
　（国からの財政支出額　１２，２１７百万円、支出予算の総額　２８，９０６百万円：平
成20年度予算）
【検証結果】
　対国家公務員 ７９．１％，国からの財政支出の割合が４２．３％であることから，適
切な給与水準の状況であると思われる。

【累積欠損額について】
　　累積欠損額　０円（平成19年度決算）

講ずる措置 今後も適正な役職員の給与水準となるよう努めたい。

講ずる措置 今後も適正な役職員の給与水準となるよう努めたい。



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成20年度）

前年度
（平成19年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注）「非常勤役職員等給与」においては，寄付金，受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員

　　に係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため，財務諸表附属明細書の「１７役員及び
　　教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。
注）「退職手当支給額」欄は，国の常勤職員に相当する，法人の常勤職員に係る退職手当支給額を計上
　　している

総人件費について参考となる事項

２．行革推進法，「行政改革の重要方針」（17.12.24閣議決定）による人件費削減の取組状況
　　　ⅰ）同方針において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ，人件費削減を行う。
　　　ⅱ）同方針において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ，「平成21年度までの4年間で概ね
　　　　　4％」の人件費削減を中期計画において定め，平成21年度までの人件費シミュレーションを基に
　　　　　人件費削減を行っている。
　　　ⅲ）上記ⅰ）及び上記ⅱ）の進ちょく状況

基準年度
（平成17年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

11,898,763 11,128,742 11,138,858 11,113,430

△ 6.5 △ 6.4 △ 6.6

△ 6.5 △ 7.1 △ 7.3

△ 47,458 （△4.1） 179,973 （19.5）

区　　分 比較増△減
中期目標期間開始時（平
成16年度）からの増△減

給与、報酬等支給総額
11,113,430 11,138,858 △ 25,428 （△0.2） △ 372,387 （△3.2）

非常勤役職員等給与
1,931,217 1,644,068 287,149 （17.5） 717,228

退職手当支給額
1,101,704 1,149,162

（1.5） 514,153

（59.1）

福利厚生費
1,545,425 1,535,332 10,093 （0.7） △ 10,661 （△0.7）

（3.4）

１．対前年比の増減要因の分析について
　　　①給与、報酬等支給総額　　対前年度比　△0.2％

定年退職者の後任補充抑制や業務改善・効率的人員配置を行った結果，減額となった。
　　　②最広義人件費　　対前年度比　1.5％

看護体制整備に係る看護師の増及び医療系職員の処遇改善により増額となった。

最広義人件費
15,691,776 15,467,420 224,356

注）「人件費削減率（補正値）」とは，「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事
院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であり，平成18年，平成19年，平
成20年度の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0%，0.7%，0%である。

総人件費改革の取組状況

注）基準年度（平成17年度）の給与，報酬等支給総額は，法人移行時の人件費予算相当額を基礎として
算出した平成17年度人件費予算相当額である。

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

人件費削減率
（％）

人件費削減率（補正値）
（％）



Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし
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